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国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の 

　
　
　
　
　
　
　

有
効
期
限
が
変
わ
り
ま
す

▽
変
更
内
容

現
在
、
被
保
険
者
証
の
有
効
期

限
は
3
月
31
日
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、
平
成
29
年
４
月
の
更
新

時
は
平
成
29
年
４
月
１
日
～
平

成
30
年
７
月
31
日
と
し
ま
す
。

平
成
30
年
か
ら
、
被
保
険
者
証

の
更
新
時
期
は
８
月
１
日
と
な

り
ま
す
。

▽
変
更
理
由

平
成
30
年
８
月
か
ら
、
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
と
高
齢
受

給
者
証
の
一
体
化
を
予
定
し
て

お
り
、
被
保
険
者
証
の
有
効
期

限
を
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期

限
に
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
た

め
で
す
。（
現
在
、
70
～
74
歳

の
被
保
険
者
の
方
は
、
医
療
機

関
窓
口
で
被
保
険
者
証
と
高
齢

受
給
者
証
の
２
枚
を
提
示
し
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
平
成

30
年
８
月
か
ら
は
、
カ
ー
ド
型

の
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者

証
１
枚
を
提
示
し
て
い
た
だ
く

よ
う
に
な
り
ま
す
。）

▽
留
意
点

平
成
30
年
７
月
31
日
ま
で
、
70

～
74
歳
の
被
保
険
者
の
方
は
、

こ
れ
ま
で
同
様
に
、
医
療
機
関

窓
口
で
被
保
険
者
証
と
高
齢
受

給
者
証
の
２
枚
を
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

住
民
生
活
課　

保
険
年
金
係

☎
９
２

－
７
９
３
４

　 

国
民
年
金  

　 

特
定
期
間
・
特
例
追
納
制
度
の
お
知
ら
せ

　

国
民
年
金
の
第
３
号
被
保
険
者

が
、配
偶
者
（
第
２
号
被
保
険
者
）

の
退
職
や
本
人
の
収
入
増
加
等
に

よ
っ
て
、
扶
養
か
ら
外
れ
た
場
合

に
は
、
第
１
号
被
保
険
者
へ
の
切

替
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
切
替
手
続
き
が
２
年
以
上

遅
れ
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
で
き
な
か
っ
た
期
間
に
つ
い
て

は
、「
特
定
期
間
該
当
届
」
を
提

出
す
る
こ
と
で
、
年
金
を
受
け
取

る
た
め
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
届
出
に
よ
っ
て
特
定
期

間
と
さ
れ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、

平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
、
保
険

料
を
特
例
追
納
す
る
こ
と
で
年
金

額
が
増
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
す
で
に
年
金
を
受
け
取
っ
て
い

る
方
は
、
特
例
追
納
を
し
て
も
年

金
額
が
増
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。）

　 
国
民
年
金
保
険
料
は
口
座
振
替
が
お
得
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に

は
、口
座
振
替
が
利
用
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
に
は
、
当
月
分
保
険
料

を
当
月
末
に
振
替
納
付
を
す
る
こ

と
で
、
月
々
50
円
割
引
さ
れ
る
早

割
制
度
や
、
現
金
納
付
よ
り
割
引

額
が
多
い
６
か
月
前
納
、
１
年
前

納
、
２
年
前
納
も
あ
り
、
大
変
お

得
で
す
。
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、納
付
書
又
は
年
金
手
帳
、

通
帳
、
金
融
機
関
届
出
印
を
持
参

の
上
、
ご
希
望
の
金
融
機
関
又
は

佐
賀
年
金
事
務
所
に
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先
　
佐
賀
年
金
事
務
所　

☎
０
９
５
２

－

３
１

－

４
１
９
１

　　　　　　　「ようこそ井戸端会議へ！」プロジェクト

有
料
広
告

～
３
月
に
発
送
す
る
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
30
年
７
月
31
日
で
す
～


